
裏面の申込書を記入し、
以下の方法でお申込みください。

｜お申込み方法｜

※その他、電話、郵送等、お申込み
　しやすい方法でお申込みください。

〔締切〕令和5年12月11日（月）

0198-62-6366FAX

info-tonovts@tono-vts.ac.jpMAIL

就労環境改善や働き方の見直しについて必要性を感じているものの、
その取り組みに対し、「何に取り組むべきか分からない」といった
悩みを抱えている企業様へ。
地方における深刻な人材不足の現状は、遠野市も例外ではありません。
企業にとって経営の資本である「人」に困らず、変化の激しい時代であっても
自社の事業を発展・安定させるために、今何に取り組めばいいのか、
セミナーや事例、制度を活用いただく情報提供を通し、取り組みのヒントに
していただく「きっかけ」として企画しました。この機会にぜひご参加ください。

｜会場｜遠野市役所3階大会議室  ｜対象｜遠野市内企業経営者、管理監督者、労務担当者、総務担当者等

12月14日［木］
10：00～12：00

令和5年

講師

参加料無料

｜主催｜遠野市　　｜お問合せ・お申し込み先｜〔受託機関〕職業訓練法人 遠野職業訓練協会  〒028-0502遠野市青笹町中沢8-1-8 TEL.0198-62-6310

セミナー

12月14日［木］
13：00～15：00

令和5年

奥州市 株式会社プラザ企画様
パネルディスカッション

1月12日［金］
10：00～12：00

令和6年

女性活躍推進法について

セミナー

1月1２日［金］
13：00～15：00

令和6年

次世代育成支援対策推進法
遠野職業訓練協会

事業推進GM  川原 恵美 川原 恵美
ファシリテーター

｜岩手労働局｜ ｜岩手労働局｜

□人に困らない企業の共通性
□時代の変化と今求められる
　人的資本経営・健康経営とは
□取り組むことの企業メリット
□質疑応答
　

えるぼし認定を取得する企業メ
リット、プラチナえるぼし認定を取
得する企業メリットについて詳しく
お話をしていただきます。さらに、
助成金の活用につい
てお話を聴いた後、
参加企業様の質問に
答える個別相談会を
会場で開催します。

大きく変わった育児休業法や仕
事・子育て両立支援制度（くるみ
ん・トライくるみん・プラチナくるみ
ん）と企業メリットについて詳しく
お話いただきます。さらに、助成金
の活用についてお話を聴いた後、
参加企業様の質問に
答える個別相談会を
会場で開催します。

セミナー

県内で唯一プラチナえるぼ
し・プラチナくるみんを取得
している同社から、取り組み
のいきさつや、取り組みのメ
リット・デメリット、助成金をど
う活用しているのかなど実
際のお話しをしていた
だきます。後半では、
参加企業様からの質問
にもお答えいただきます。

魅力ある職場づくりセミナー
働く全ての人が活かされる就労環境と
誰もが幸せに生き・働くを実現するために

このセミナーを受講し、えるぼし認定・くるみん認定を受けた企業は、遠野市のホームページに優良企業として掲載されます。

めざせ！プラチナえるぼし企業

めざせ！プラチナくるみん企業



  

 


